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官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法 

 

平成 13 年８月 17 日 国営計第 101 号 

最終改定 令和２年３月２ 日 国営施第 23 号 

 

１．目的 

本手法は、「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価実施要領細目」（平成 23

年４月１日付け国営施第 31号）第５の１．に基づき新規事業採択時評価における

対応方針を取りまとめるための基準を示し、評価の客観性を確保することを目的

とする。 

 

２．評価の手順 

官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価は、「事業計画の必要性」、「事業計

画の合理性」及び「事業計画の効果」の３つの視点について、指標に基づく評点

を算定し、要件を満たすことを確認した上で、対応方針（案）を取りまとめる。 

 

３．評価の方法 

「事業計画の必要性」、「事業計画の合理性」及び「事業計画の効果」の各視

点についての評価の方法は、原則として次のとおりとする。 

 

（１）事業計画の必要性 

 事業計画の必要性に関する評点は、次に定めるところにより算定する。 

ア 計画理由別の評点の算定 

計画理由別の評点は、入居予定官署ごとに、その計画理由の要素について、

既存施設の更新（既存施設の不具合等により施設を建築することをいう。）の

場合は別表１の、新規施設の建築の場合は別表２の計画理由の項に掲げる計

画理由のいずれかに分類し、これらの表に定めるところにより、それぞれ評

点を算定する（複数の計画理由の要素が一の計画理由に該当する場合にあっ

ては、最も高い評点となるもの。ただし、イの計画理由別の評点が最も高い

評点とならない場合は、この限りでない。）。 

 

イ 入居予定官署別の評点の算定 

入居予定官署別の評点は、入居予定官署ごとに、計画理由別の評点が最も

高い計画理由（別表１の備考欄に当該計画理由を主要素としないことが定め

られているもの及び同欄に定められた主要素としない条件に該当するもの

を除く。同点のものがある場合にあっては、そのいずれか）を主要素、それ

以外の計画理由を従要素とし、主要素の評点の値に、従要素の評点に 10分の

１を乗じて得た値の合計を加えて得た値とする。 

9



 

ウ 事業計画の必要性に関する評点 

事業計画の必要性に関する評点は、入居予定官署別の評点を当該入居予定

官署の必要延べ面積に応じて加重平均をして求めた値（入居予定官署が一の

場合は、その入居予定官署別の評点の値）とする。この場合において、当該

事業が、合同庁舎計画に基づくものであるときは 10 点、特定国有財産整備計

画に基づくものであるときは 10点をそれぞれ加算するものとする。 

 

（２）事業計画の合理性 

事業計画の合理性は、当該事業を次の表に定めるところによって評価し、評点

を算定する。 

 

評 点 評  価 

100 点 下記のいずれかに当てはまる。 

・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が

経済的であると評価される場合 

・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、リスク等の総

合判断により事業案の方が合理的であると評価される場合 

・他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価される場合（実現

可能な代替案が存在しない場合を含む。） 

・他の組織・機関が採算性等の審査等により評価を行う場合であって、当該

評価方法に合理性があると確認できる場合 

０点 上記のいずれにも当てはまらない。 

 

（３）事業計画の効果  

事業計画の効果は、「業務を行うための基本機能（Ｂ１）」及び「施策に基づ

く付加機能（Ｂ２）」の２つの機能に区分して評価を行う。Ｂ１については、別

表３に定めるところにより、項目ごとに、当該事業の現状に最も近い欄を選択

し、該当する係数を全て掛け合わせ、100 を乗じて、当該事業計画の効果に関す

る評点を算定する。Ｂ２については、別表４を参照し、評価項目ごとに、当該事

業の特性に応じて定まる「確保する性能の水準」を確認するとともに、主な計画

内容から効果の発揮が期待できることを確認する。 

 

４．対応方針（案）の取りまとめ 

当該事業計画について、次の要件を満たすことを確認した上で、対応方針（案）

を取りまとめる。 

（１）事業計画の必要性に関する評点が１００点以上であること。 

（２）事業計画の合理性に関する評点が１００点であること。 

（３）事業計画の効果に関する評点が１００点以上であること。 
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５．その他 

本手法は、令和２年４月１日から施行する。 
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別
表

１
　

既
存

施
設

の
更

新
の

場
合

計
画

理
由

内
容

評
点

１
０

０
９

０
８

０
７

０
６

０
５

０
４

０
備

　
　

　
　

考

５
０

％
以

下
６

０
％

以
下

７
０

％
以

下
８

０
％

以
下

気
象

条
件

の
極

め
て

過
酷

な
場

所
に

あ
る

場
合

は
、

左
記

に
基

づ
く
評

点
に

1
0
点

加
算

す
る

。

経
年

、
被

災
等

に
よ

り
構

造
耐

力
が

著
し

く
低

下
し

、
非

常
に

危
険

な
状

態
に

あ
る

も
の

狭
あ

い
０

．
５

以
下

０
．

５
５

以
下

０
．

６
０

以
下

０
．

６
５

以
下

０
．

７
０

以
下

０
．

７
５

以
下

０
．

８
０

以
下

敷
地

等
の

関
係

で
増

築
が

可
能

な
場

合
は

、
主

要
素

と
し

な
い

。

借
用

期
限

が
切

れ
即

刻
立

退
が

必
要

な
も

の
期

限
付

き
立

退
要

求
の

も
の

な
る

べ
く
速

や
か

に
返

還
す

べ
き

も
の

緊
急

に
返

還
す

べ
き

も
の

な
る

べ
く
速

や
か

に
返

還
す

べ
き

も
の

分
散

２
ヶ

所
以

上
に

分
散

、
相

互
距

離
が

１
km

以
上

で
（
同

一
敷

地
外

）
、

業
務

上
著

し
く

支
障

が
あ

る
も

の

２
ヶ

所
以

上
に

分
散

、
相

互
距

離
が

3
0
0
m

以
上

で
（
同

一
敷

地
外

）
、

業
務

上
非

常
に

支
障

が
あ

る
も

の

同
一

敷
地

内
に

分
散

、
業

務
上

支
障

が
あ

る
も

の
相

互
距

離
は

、
通

常
利

用
す

る
道

路
の

延
長

と
す

る
。

周
囲

が
区

画
整

理
等

施
行

済
み

で
当

該
施

行
分

の
み

未
施

行
と

な
っ

て
い

る
も

の

区
画

整
理

等
施

行
中

で
早

く
立

ち
退

か
な

い
と

妨
害

と
な

る
も

の

区
画

整
理

等
が

事
業

決
定

済
み

で
あ

る
も

の
（
年

度
別

決
定

済
み

）

区
画

整
理

等
が

計
画

決
定

済
み

で
あ

る
も

の

都
市

計
画

的
に

み
て

地
域

性
上

著
し

い
障

害
の

あ
る

も
の

又
は

防
火

地
域

若
し

く
は

準
防

火
地

域
に

あ
る

木
造

建
築

物
で

延
焼

の
可

能
性

が
著

し
く
高

い
も

の

都
市

計
画

的
に

み
て

地
域

性
上

障
害

の
あ

る
も

の
又

は
防

火
地

域
若

し
く
は

準
防

火
地

域
に

あ
る

木
造

建
築

物
で

延
焼

の
可

能
性

が
高

い
も

の

都
市

計
画

的
に

み
て

地
域

性
上

好
ま

し
く

な
い

も
の

又
は

防
火

地
域

若
し

く
は

準
防

火
地

域
に

あ
る

木
造

建
築

物
で

延
焼

の
お

そ
れ

が
あ

る
も

の

位
置

が
不

適
当

で
業

務
上

非
常

な
支

障
を

来
し

て
い

る
も

の
又

は
公

衆
に

非
常

に
不

便
を

及
ぼ

し
て

い
る

も
の

位
置

が
不

適
当

で
業

務
上

支
障

を
来

し
て

い
る

も
の

又
は

公
衆

に
不

便
を

及
ぼ

し
て

い
る

も
の

位
置

が
不

適
当

で
業

務
上

又
は

環
境

上
好

ま
し

く
な

い
も

の

地
盤

沈
下

、
低

湿
地

又
は

排
水

不
良

等
で

維
持

管
理

が
不

可
能

に
近

い
も

の
地

盤
沈

下
、

低
湿

地
又

は
排

水
不

良
等

で
維

持
管

理
が

著
し

く
困

難
な

も
の

地
盤

沈
下

、
低

湿
地

又
は

排
水

不
良

等
で

維
持

管
理

が
困

難
な

も
の

地
盤

沈
下

、
低

湿
地

又
は

排
水

不
良

等
で

維
持

管
理

上
好

ま
し

く
な

い
も

の

防
災

機
能

に
係

る
施

設
の

不
備

施
設

が
不

備
、

か
つ

運
用

に
よ

る
代

替
が

で
き

な
い

た
め

、
業

務
の

遂
行

が
著

し
く
困

難
な

も
の

又
は

人
命

の
安

全
確

保
が

困
難

な
も

の

施
設

が
不

備
、

か
つ

運
用

に
よ

る
代

替
が

十
分

で
き

な
い

た
め

、
業

務
上

好
ま

し
く

な
い

も
の

又
は

人
命

の
安

全
上

好
ま

し
く

な
い

も
の

改
修

に
よ

り
対

応
で

き
る

場
合

は
、

主
要

素
と

し
な

い
。

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

の
遂

行
が

著
し

く
困

難
な

も
の

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

の
遂

行
が

困
難

な
も

の
施

設
が

不
備

の
た

め
業

務
の

遂
行

に
支

障
を

来
し

て
い

る
も

の

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

上
好

ま
し

く
な

い
も

の
又

は
来

庁
者

の
利

用
上

著
し

く
支

障
が

あ
る

も
の

敷
地

等
の

関
係

で
増

築
が

可
能

な
場

合
は

、
主

要
素

と
し

な
い

。

法
令

に
よ

る
基

準
よ

り
は

る
か

に
低

い
も

の
法

令
に

よ
る

基
準

よ
り

相
当

低
い

も
の

法
令

に
よ

る
基

準
以

下
で

あ
る

も
の

主
要

素
と

し
な

い
。

法
令

等
法

令
、

閣
議

決
定

等
に

基
づ

き
整

備
が

必
要

な
も

の

国
の

行
政

機
関

等
の

移
転

及
び

機
構

統
廃

合
等

に
適

用
す

る
。

た
だ

し
、

機
構

統
廃

合
に

よ
る

場
合

は
、

主
要

素
と

し
な

い
。

備
考

１
　

「
現

存
率

」
と

は
、

官
庁

建
物

実
態

調
査

の
結

果
に

よ
る

。
官

庁
建

物
実

態
調

査
を

行
っ

て
い

な
い

施
設

に
つ

い
て

は
、

実
情

を
踏

ま
え

て
評

点
を

付
す

。
２

　
「
面

積
率

」
と

は
、

「
現

有
延

べ
面

積
／

必
要

延
べ

面
積

」
に

よ
り

算
出

す
る

。
　

　
こ

こ
で

、
現

有
延

べ
面

積
及

び
必

要
延

べ
面

積
は

、
執

務
面

積
、

会
議

室
等

の
附

属
面

積
、

設
備

関
係

面
積

、
交

通
部

分
面

積
及

び
各

官
署

の
固

有
業

務
に

関
係

し
た

諸
室

面
積

を
含

み
、

車
庫

、
渡

り
廊

下
等

を
除

く
面

積
と

す
る

。
　

　
必

要
延

べ
面

積
は

、
積

み
上

げ
に

よ
り

算
出

す
る

。

別
表

２
　

新
規

施
設

の
建

築
の

場
合

計
画

理
由

内
容

評
点

1
0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

備
　

　
考

法
令

等
法

令
、

閣
議

決
定

等
に

基
づ

き
整

備
が

必
要

な
も

の

新
た

な
行

政
需

要
当

該
行

政
需

要
へ

の
対

応
が

特
に

緊
急

を
要

す
る

も
の

当
該

行
政

需
要

へ
の

対
応

を
至

急
す

べ
き

も
の

当
該

行
政

需
要

へ
の

対
応

の
必

要
性

は
認

め
ら

れ
る

が
急

が
な

く
て

よ
い

も
の

機
構

新
設

整
備

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
業

務
の

遂
行

が
著

し
く
困

難
な

も
の

整
備

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
業

務
の

遂
行

が
困

難
な

も
の

整
備

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
業

務
の

遂
行

に
支

障
を

来
す

も
の

整
備

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
業

務
上

好
ま

し
く
な

い
も

の

次
に

該
当

す
る

場
合

は
、

主
要

素
と

従
要

素
に

区
分

し
た

上
で

得
ら

れ
る

評
点

（
従

要
素

の
場

合
は

評
点

の
1
0
分

の
１

。
該

当
す

る
理

由
が

な
い

場
合

は
0
点

）
に

、
次

の
い

ず
れ

か
を

加
算

し
、

当
該

計
画

理
由

の
評

点
と

す
る

。
・
シ

ビ
ッ

ク
コ

ア
計

画
に

基
づ

く
も

の
の

う
ち

、
シ

ビ
ッ

ク
コ

ア
内

の
当

該
施

行
分

を
除

く
施

設
、

関
連

都
市

整
備

事
業

等
の

全
て

が
整

備
済

み
の

場
合

は
7
点

、
少

な
く

と
も

全
て

が
建

設
に

着
手

済
み

の
場

合
は

4
点

・
地

方
公

共
団

体
の

施
設

と
合

築
整

備
（
同

一
又

は
隣

接
す

る
敷

地
に

増
築

に
よ

り
一

体
的

に
整

備
す

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
を

す
る

も
の

で
、

そ
の

合
築

整
備

が
確

実
な

場
合

は
、

4
点

・
地

域
防

災
へ

貢
献

す
る

取
組

が
確

実
に

行
わ

れ
る

場
合

は
、

4
点

地
域

性
上

の
不

適

位
置

の
不

適

地
盤

の
不

良

施
設

の
老

朽
（
現

存
率

）

構
造

耐
力

の
著

し
い

低
下

庁
舎

面
積

（
面

積
率

）

立
退

要
求

が
あ

る
場

合

借
料

が
高

額
等

の
事

情
に

よ
り

返
還

す
べ

き
場

合

事
務

能
率

低
下

、
連

絡
困

難

法
令

等
に

基
づ

く
整

備

法
令

等
に

基
づ

く
整

備

新
た

な
行

政
需

要
に

対
応

し
た

整
備

機
構

新
設

に
伴

う
整

備

地
域

連
携

都
市

計
画

の
進

捗

災
害

時
に

お
け

る
必

要
機

能
に

係
る

施
設

の
不

備

施
設

の
不

備

老
朽

借
用

返
還

立
地

条
件

の
不

良

必
要

施
設

の
不

備
（
災

害
時

に
お

け
る

必
要

機
能

に
係

る
施

設
の

不
備

を
除

く
）

採
光

、
換

気
不

良
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 別
表

３
　

事
業

計
画

の
効

果
（
業

務
を

行
う

た
め

の
基

本
機

能
）
の

発
揮

見
込

み
を

評
価

す
る

た
め

の
指

標

分
類

1
.1

1
.0

0
.9

0
.8

0
.7

0
.5

国
と

し
て

用
地

を
保

有
で

き
て

い
る

。
用

地
を

取
得

等
で

き
る

具
体

的
な

見
込

み
が

あ
る

。
又

は
必

要
な

期
間

の
用

地
の

借
用

が
担

保
さ

れ
て

い
る

か
、

そ
の

具
体

的
な

見
込

み
が

あ
る

。

用
地

の
取

得
・
借

用
の

見
込

み
が

立
た

な
い

。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・

環
境

保
全

上
良

好
な

状
態

で
あ

る
。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・

環
境

保
全

上
の

支
障

は
全

て
技

術
的

に
解

消
で

き
る

見
込

み
で

あ
る

。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・

環
境

保
全

上
の

支
障

が
あ

り
、

そ
の

支
障

を
技

術
的

に
全

て
解

消
す

る
こ

と
は

で
き

ず
、

軽
微

な
支

障
が

残
る

見
込

み
で

あ
る

。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
、

環
境

保
全

上
の

支
障

が
あ

り
、

そ
の

支
障

を
技

術
的

に
全

て
解

消
す

る
こ

と
は

で
き

ず
、

重
大

な
支

障
が

残
る

見
込

み
で

あ
る

。

施
設

へ
の

ア
ク

セ
ス

は
良

好
で

あ
る

。
施

設
へ

の
ア

ク
セ

ス
に

支
障

が
無

い
か

、
又

は
そ

の
支

障
は

全
て

解
消

す
る

見
込

み
で

あ
る

。

施
設

へ
の

ア
ク

セ
ス

に
支

障
が

あ
り

、
そ

の
支

障
が

全
て

解
消

さ
れ

ず
、

軽
微

な
支

障
が

残
る

見
込

み
で

あ
る

。

施
設

へ
の

ア
ク

セ
ス

に
支

障
が

あ
り

、
そ

の
支

障
が

解
消

さ
れ

ず
、

重
大

な
支

障
が

残
る

見
込

み
で

あ
る

。

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
い

る
。

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
い

な
い

が
、

建
設

ま
で

に
整

合
す

る
具

体
的

な
見

込
み

が
あ

る
。

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
お

ら
ず

、
か

つ
、

建
設

ま
で

に
整

合
す

る
見

込
み

が
な

い
。

敷
地

全
体

の
有

効
利

用
や

敷
地

へ
の

安
全

・
円

滑
な

出
入

り
が

実
現

し
や

す
い

敷
地

形
状

・
接

道
の

状
況

で
あ

る
。

又
は

建
設

ま
で

に
そ

う
い

う
状

況
に

な
る

見
込

み
で

あ
る

。

敷
地

全
体

の
有

効
利

用
を

実
現

す
る

に
は

、
技

術
的

に
工

夫
を

要
す

る
敷

地
形

状
・
接

道
の

状
況

で
あ

り
、

か
つ

、
建

設
ま

で
に

そ
の

状
況

が
改

善
さ

れ
る

見
込

み
が

な
い

。

安
全

・
円

滑
な

出
入

り
を

実
現

す
る

に
は

、
技

術
的

に
工

夫
を

要
す

る
敷

地
形

状
・
接

道
の

状
況

で
あ

り
、

か
つ

、
建

設
ま

で
に

そ
の

状
況

が
改

善
さ

れ
る

見
込

み
が

な
い

。

敷
地

全
体

の
有

効
利

用
や

敷
地

へ
の

安
全

・
円

滑
な

出
入

り
を

実
現

す
る

の
は

困
難

な
敷

地
形

状
・
接

道
の

状
況

で
あ

り
、

か
つ

、
建

設
ま

で
に

そ
の

状
況

が
改

善
さ

れ
る

見
込

み
が

な
い

。

業
務

内
容

等
に

応
じ

、
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。
業

務
内

容
等

に
対

し
、

や
や

不
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。
業

務
内

容
等

に
対

し
、

著
し

く
不

適
切

な
規

模
と

な
っ

て
い

る
。

建
築

物
の

規
模

及
び

業
務

内
容

に
応

じ
、

適
切

な
規

模
と

な
っ

て
い

る
。

建
築

物
の

規
模

及
び

業
務

内
容

に
対

し
、

や
や

不
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。
（
駐

車
場

の
不

足
な

ど
が

見
込

ま
れ

る
。

）

建
築

物
の

規
模

及
び

業
務

内
容

に
対

し
、

著
し

く
不

適
切

な
規

模
と

な
っ

て
い

る
。

構
造

執
務

に
必

要
な

空
間

及
び

機
能

が
適

切
に

確
保

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
。

執
務

に
必

要
な

空
間

又
は

機
能

が
適

切
に

確
保

さ
れ

な
い

可
能

性
が

あ
る

。

執
務

に
必

要
な

空
間

又
は

機
能

が
確

保
さ

れ
な

い
見

込
み

で
あ

る
。

ア
ク

セ
ス

の
確

保

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
の

整
合

性

敷
地

形
状

等

規
模

建
築

物
の

規
模

機
能

性
（
業

務
を

行
う

た
め

の
基

本
機

能
に

該
当

す
る

部
分

）

敷
地

の
規

模

項
　

　
　

目

位
置

用
地

の
取

得
・
借

用

災
害

防
止

・
環

境
保

全
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別
表

４
　

事
業

計
画

の
効

果
（
施

策
に

基
づ

く
付

加
機

能
）
の

発
揮

見
込

み
を

確
認

す
る

際
に

参
照

す
る

事
項

分
類

評
価

項
目

主
な

計
画

内
容

の
例

（
※

２
）

地
域

の
風

土
へ

配
慮

し
、

地
域

性
の

あ
る

材
料

を
採

用
す

る
計

画
で

あ
る

。

地
域

の
防

災
へ

貢
献

す
る

た
め

、
災

害
時

の
一

時
避

難
場

所
と

し
て

の
機

能
を

確
保

す
る

計
画

で
あ

る
。

（
※

４
）

地
域

の
防

災
へ

貢
献

す
る

た
め

、
津

波
防

災
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

法
律

（
※

５
）
に

基
づ

く
指

定
避

難
施

設
と

す
る

計
画

で
あ

る
。

（
※

４
）

地
域

住
民

の
利

便
性

向
上

の
た

め
、

地
方

公
共

団
体

の
施

設
と

の
合

築
を

行
う

計
画

で
あ

る
。

地
域

住
民

の
利

便
性

向
上

の
た

め
、

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

、
駐

車
場

の
共

用
等

、
地

域
と

一
体

と
な

っ
て

利
用

す
る

空
間

の
整

備
を

行
う

計
画

で
あ

る
。

（
※

６
）

建
築

環
境

総
合

評
価

シ
ス

テ
ム

（
C

A
S

B
E
E
）
に

よ
る

建
築

物
の

環
境

効
率

（
Ｂ

Ｅ
Ｅ

値
）
≧

１
．

５
の

計
画

で
あ

る
。

　
　

・
水

資
源

の
有

効
利

用
を

図
る

た
め

、
雨

水
利

用
・
排

水
再

利
用

施
設

を
設

置
す

る
計

画
で

あ
る

。
（

※
８

）

Ｂ
Ｅ

Ｉ（
※

９
）
≦

０
．

９
（
※

１
０

）
、

０
．

８
（
※

６
）
（
※

１
１

）
、

０
．

５
（
※

６
）
の

計
画

で
あ

る
。

　
　

・
躯

体
又

は
開

口
部

を
通

し
た

熱
負

荷
の

低
減

を
図

る
た

め
、

高
断

熱
、

高
気

密
と

な
る

材
料

・
構

法
を

採
用

す
る

計
画

で
あ

る
。

(※
１

２
)

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

利
用

を
図

る
た

め
、

ク
ー

ル
・
ヒ

ー
ト

ト
レ

ン
チ

を
利

用
し

た
空

調
シ

ス
テ

ム
を

採
用

す
る

計
画

で
あ

る
。

(※
１

３
)

耐
火

建
築

物
等

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

な
い

低
層

の
建

築
物

に
お

い
て

、
木

造
化

（
※

１
５

）
を

図
る

計
画

で
あ

る
。

国
民

の
目

に
触

れ
る

機
会

が
多

い
と

考
え

ら
れ

る
部

分
の

内
装

等
の

木
質

化
を

図
る

計
画

で
あ

る
。

木
造

化
（
※

１
５

）
・
内

装
等

の
木

質
化

に
当

た
っ

て
、

Ｃ
Ｌ

Ｔ
等

の
新

た
な

木
質

部
材

を
利

用
す

る
計

画
で

あ
る

。

耐
火

建
築

物
等

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
建

築
物

又
は

中
・
高

層
の

建
築

物
に

お
い

て
、

木
造

化
（
※

１
５

）
を

図
る

計
画

で
あ

る
。

（
※

６
）

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
基

準
（
※

１
７

）
に

適
合

す
る

計
画

で
あ

る
。

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
（
※

１
８

）
に

適
合

す
る

計
画

で
あ

る
。

地
方

公
共

団
体

、
ま

ち
づ

く
り

協
議

会
、

障
害

者
団

体
等

か
ら

意
見

聴
取

を
行

い
、

施
設

整
備

に
反

映
す

る
計

画
で

あ
る

。

構
造

体
の

耐
震

安
全

性
の

目
標

を
Ⅱ

類
（
地

震
力

に
対

す
る

各
階

の
必

要
保

有
水

平
耐

力
を

1
.2

5
倍

相
当

）
と

す
る

計
画

で
あ

る
。

構
造

体
の

耐
震

安
全

性
の

目
標

を
Ⅰ

類
（
地

震
力

に
対

す
る

各
階

の
必

要
保

有
水

平
耐

力
を

1
.5

倍
相

当
）
と

す
る

計
画

で
あ

る
。

津
波

に
対

す
る

特
別

な
対

策
を

行
う

計
画

で
あ

る
。

浸
水

に
対

す
る

特
別

な
対

策
を

行
う

計
画

で
あ

る
。

大
地

震
動

後
の

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

途
絶

時
に

お
け

る
業

務
継

続
の

た
め

の
特

別
な

対
策

を
行

う
計

画
で

あ
る

。

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

※
６

※
７

※
８

※
９

※
１

０

※
１

１

※
１

２

※
１

３

※
１

４

※
１

５

※
１

６

※
１

７

※
１

８

※
１

９

評
価

の
実

施
主

体
が

評
価

（
案

）
を

作
成

す
る

際
に

、
個

別
の

事
業

特
性

に
応

じ
て

本
表

に
記

載
の

な
い

「
確

保
す

る
性

能
の

水
準

」
を

加
え

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。

・

「
官

庁
施

設
の

基
本

的
性

能
基

準
」
（
平

成
２

５
年

３
月

２
９

日
国

営
整

第
１

９
７

号
、

国
営

設
第

１
３

４
号

）
の

う
ち

、
地

域
性

に
関

す
る

性
能

に
よ

る
。

官
庁

施
設

の
総

合
耐

震
・
対

津
波

計
画

基
準

（
※

１
９

）
に

基
づ

き
、

大
地

震
動

に
よ

り
構

造
体

の
部

分
的

な
損

傷
は

生
じ

る
が

、
建

築
物

全
体

の
耐

力
の

低
下

は
著

し
く

な
い

こ
と

を
目

標
と

し
、

人
命

の
安

全
確

保
が

図
ら

れ
て

い
る

。

公
共

建
築

物
に

お
け

る
木

材
の

利
用

の
促

進
の

た
め

の
計

画
（
※

１
４

）
に

基
づ

き
、

木
造

化
（
※

１
５

）
、

内
装

等
の

木
質

化
が

図
ら

れ
て

い
る

。

環
境

保
全

性

防
災

性

地
方

公
共

団
体

か
ら

の
要

請
に

応
え

た
計

画
と

す
る

等
、

地
域

の
防

災
へ

貢
献

す
る

場
合

は
、

「
地

域
性

」
に

記
載

す
る

。
そ

の
他

の
防

災
上

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
「
防

災
性

」
に

記
載

す
る

。

「
津

波
防

災
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

法
律

」
（
平

成
２

３
年

法
律

第
１

２
３

号
）
に

よ
る

。

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

・ ・

設
計

、
施

工
の

各
段

階
に

お
い

て
、

障
害

者
団

体
等

か
ら

意
見

聴
取

を
行

い
、

施
設

整
備

に
反

映
す

る
と

と
も

に
、

維
持

管
理

段
階

で
評

価
を

受
け

る
計

画
で

あ
る

。
（
※

６
）

・
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

（
※

１
９

）
に

基
づ

き
、

大
地

震
動

後
、

構
造

体
の

大
き

な
補

修
を

す
る

こ
と

な
く

建
築

物
を

使
用

で
き

る
こ

と
を

目
標

と
し

、
人

命
の

安
全

確
保

に
加

え
て

災
害

応
急

対
策

活
動

等
の

た
め

の
機

能
確

保
が

図
ら

れ
て

い
る

。

「
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
基

準
等

を
定

め
る

省
令

」
（
平

成
２

８
年

経
済

産
業

省
・
国

土
交

通
省

令
第

１
号

）
の

う
ち

第
三

章
に

よ
る

。

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

の
削

減
効

果
が

高
い

計
画

（
W

e
bプ

ロ
グ

ラ
ム

（
ウ

ェ
ブ

ブ
ラ

ウ
ザ

上
で

使
用

す
る

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

基
準

に
準

拠
し

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

。
以

下
同

じ
。

）
上

、
評

価
に

反
映

さ
れ

る
も

の
）
を

記
載

す
る

。

機
能

性

安
全

性

・
官

庁
施

設
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

基
準

（
※

１
６

）
に

基
づ

き
、

そ
の

他
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
基

準
を

満
た

し
て

い
る

。

官
庁

施
設

の
環

境
保

全
性

基
準

（
※

７
）
に

基
づ

き
、

特
定

事
務

庁
舎

を
新

築
す

る
場

合
の

水
準

を
満

た
し

て
い

る
。

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

の
削

減
効

果
が

高
い

計
画

（
W

e
bプ

ロ
グ

ラ
ム

上
、

評
価

に
反

映
さ

れ
な

い
も

の
。

ク
ー

ル
・
ヒ

ー
ト

ト
レ

ン
チ

を
利

用
し

た
空

調
シ

ス
テ

ム
、

デ
シ

カ
ン

ト
空

調
シ

ス
テ

ム
、

C
O

2
濃

度
に

よ
る

外
気

量
制

御
な

ど
）
を

記
載

す
る

。

「
官

庁
施

設
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

基
準

」
（
平

成
１

８
年

３
月

３
１

日
国

営
整

第
１

５
７

号
、

国
営

設
第

１
６

３
号

）
に

よ
る

。

Ｃ
Ａ

Ｓ
Ｂ

Ｅ
Ｅ

上
、

建
築

物
の

環
境

品
質

の
向

上
や

環
境

負
荷

の
低

減
に

対
し

て
効

果
が

高
い

計
画

を
記

載
す

る
。

環
境

保
全

性

官
庁

施
設

の
環

境
保

全
性

基
準

（
※

７
）
に

基
づ

き
、

特
定

事
務

庁
舎

を
新

築
す

る
場

合
以

外
の

水
準

を
満

た
し

て
い

る
。

・

官
庁

施
設

の
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
に

関
す

る
基

準
（
※

１
６

）
に

基
づ

き
、

不
特

定
か

つ
多

数
の

人
が

利
用

す
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
を

満
た

し
て

い
る

。

「
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
」
（
平

成
２

３
年

３
月

３
１

日
国

営
環

第
５

号
）
の

う
ち

、
「
２

．
３

環
境

保
全

性
の

水
準

及
び

そ
の

検
証

方
法

」
に

よ
る

。

木
材

利
用

促
進

・

「
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

」
（
平

成
２

５
年

３
月

２
９

日
国

営
計

第
１

２
６

号
、

国
営

整
第

１
９

８
号

、
国

営
設

第
１

３
５

号
）
に

よ
る

。

官
庁

施
設

の
総

合
耐

震
・
対

津
波

計
画

基
準

（
※

１
９

）
に

基
づ

き
、

大
地

震
動

後
、

構
造

体
の

補
修

を
す

る
こ

と
な

く
建

築
物

を
使

用
で

き
る

こ
と

を
目

標
と

し
、

人
命

の
安

全
確

保
に

加
え

て
災

害
応

急
対

策
活

動
等

の
た

め
の

十
分

な
機

能
確

保
が

図
ら

れ
て

い
る

。

「
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

円
滑

に
利

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

誘
導

す
べ

き
建

築
物

特
定

施
設

の
構

造
及

び
配

置
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
省

令
」
（
平

成
１

８
年

１
２

月
１

５
日

国
土

交
通

省
令

第
１

１
４

号
）
に

よ
る

。

特
別

な
事

業
に

お
い

て
、

施
策

上
特

に
高

い
機

能
が

付
加

さ
れ

る
計

画
の

場
合

に
記

載
す

る
。

「
公

共
建

築
に

お
け

る
木

材
の

利
用

促
進

の
た

め
の

計
画

」
（
平

成
２

３
年

５
月

１
０

日
）
に

よ
る

。

「
高

齢
者

、
障

碍
者

等
の

移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

令
」
（
平

成
１

８
年

１
２

月
８

日
政

令
第

３
７

９
号

）
に

よ
る

。

評
価

の
実

施
主

体
が

評
価

（
案

）
を

作
成

す
る

際
は

、
個

別
の

事
業

特
性

に
応

じ
て

具
体

的
な

計
画

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

本
表

に
記

載
の

な
い

計
画

内
容

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

「
Ｂ

Ｅ
Ｉ」

は
、

設
計

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

（
そ

の
他

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

を
除

く
。

）
を

基
準

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

（
そ

の
他

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

を
除

く
。

）
で

除
し

た
も

の
を

い
う

。

「
建

築
物

に
係

る
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
の

合
理

化
の

一
層

の
促

進
そ

の
他

の
建

築
物

の
低

炭
素

化
の

促
進

の
た

め
に

誘
導

す
べ

き
基

準
」
（
平

成
２

４
年

経
済

産
業

省
・
国

土
交

通
省

・
環

境
省

告
示

第
１

１
９

号
）
に

よ
る

。

確
保

す
る

性
能

の
水

準
（
※

１
）

社
会

性
地

域
性

・ ・
官

庁
施

設
の

基
本

的
性

能
基

準
（
※

３
）
に

基
づ

き
、

地
域

の
特

性
に

つ
い

て
配

慮
さ

れ
て

い
る

。

・

官
庁

施
設

の
基

本
的

性
能

基
準

（
※

３
）
に

基
づ

き
、

地
域

の
特

性
と

と
も

に
、

地
域

の
活

性
化

等
地

域
社

会
へ

の
貢

献
に

つ
い

て
配

慮
さ

れ
て

い
る

。

「
木

造
化

」
と

は
、

構
造

体
力

上
主

要
な

部
分

の
一

部
又

は
全

部
に

木
材

を
利

用
す

る
こ

と
を

い
う

。
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